
議
会
事
務
局
告
示
第
五
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
広
島
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日

広
島
県
議
会
議
長　

林　
　
　

正　
　

夫

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
広
島
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
広
島
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
議
会
事
務

局
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
証
券
取
引
所
」
を

「
金
融
商
品
取
引
所
」
に
、
「
証
券
業
協
会
」
を
「
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）

」
の
下
に
「
、
金
銭
信
託
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
条
第
一
項
第
七

号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
第
一
号
４
中「

預
金
・
貯
金
・
郵
便
貯
金
」

を 「
預
金
・
貯
金
」

に
改
め
、

「
 
(3)　

郵
便
貯
金

郵
便
貯
金
の
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

　
（
注
）
通
常
郵
便
貯
金
を
除
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

を
削
り
、
同
様
式
５
を
削
り
、
同
様
式
６
中「

社
債
券
」

を「
社
債
券
，
金
銭
信
託
」

に
、「

総
額
を
」

を

「
総
額
（
金
銭
信
託
に
つ
い
て
は
，
元
本
の
総
額
）
を
」

に
改
め
、
同
様
式
６
を
同
様
式
５
と
し
、
同
様
式

７
を
同
様
式
６
と
し
、
同
様
式
８
を
同
様
式
７
と
し
、
同
様
式
９
を
同
様
式
８
と
し
、
同
様
式
１０
を
同
様

式
９
と
す
る
。

　

別
記
様
式
第
二
号
４
中「

預
金
・
貯
金
・
郵
便
貯
金
」

を 「
預
金
・
貯
金
」

に
改
め
、

「
 
(3)　

郵
便
貯
金

郵
便
貯
金
の
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

　
（
注
）
通
常
郵
便
貯
金
を
除
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

を
削
り
、
同
様
式
５
を
削
り
、
同
様
式
６
中「

社
債
券
」

を「
社
債
券
，
金
銭
信
託
」

に
、「

総
額
を
」

を

「
総
額
（
金
銭
信
託
に
つ
い
て
は
，
元
本
の
総
額
）
を
」

に
改
め
、
同
様
式
６
を
同
様
式
５
と
し
、
同
様
式

７
を
同
様
式
６
と
し
、
同
様
式
８
を
同
様
式
７
と
し
、
同
様
式
９
を
同
様
式
８
と
し
、
同
様
式
１０
を
同
様

式
９
と
す
る
。

附　

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
一
号
４
及
び
別
記
様

式
第
二
号
４
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


